
届出事項 
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険診療機関です。

(1)入院基本料について 

①一般病棟では、1 日に入院患者 7 人に対して 1 人以上の看護職員 (看護師及び准看護師)と入院患者 25 人に対して 1 人以

上の看護補助者を配置し、交代で 24 時間看護を行っています。 

②地域包括ケア病棟では、１日に入院患者 13 人に対して 1 人以上の看護職員 (看護師及び准看護師)と入院患者 25 人に対

して 1 人以上の看護補助者を配置し、交代で 24 時間看護を行っています。 

③回復期リハビリテーション病棟では、１日に入院患者 13 人に対して 1 人以上の看護職員 (看護師及び准看護師)と入院

患者 30 人に対して 1 人以上の看護補助者を配置し、交代で 24 時間看護を行っています。 

なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置につきましては、各病棟のナースセン

ター前の掲示版をご覧ください。 

 

(2)入院診療計画書について 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、入院患者さんに関する診療計画を策定し、7 日以内に文章

によりお渡ししております。 

 

(３)DPC 対象病院について 

当院は、DPC(包括医療制度)の対象病院であるため、入院医療費を計算するにあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせ

て計算しています。  

医療機関別係数 1.4413（基礎係数 1.0451+機能評価係数Ⅰ0.3135+機能評価係数Ⅱ0.0647＋救急補正係数 0.0180） 

 

(４)明細書発行体制について 

医療の透明性や患者さんの情報提供を推進してゆく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明

細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。ご家族の方が代

理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨お申し出下さい。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 

 

(５)入院時食事療養費について 

当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食 8：00、昼食 12：

00、夕食 18：00)、適温で提供しています。 

 

(６)患者サポート体制について 

当院では、傷病に関する医学的な質問及び生活上や入院上の不安等、様々なご相談の窓口として１階に「地域連携部 相談

室」を設置しております。 

 

(７)医療安全管理について 

当院では、専従の医療安全管理者等が、医療安全管理委員会と連携し医療安全確保のための業務改善や職員研修を計画的に

実施しています。また、医療安全管理者が患者さんやご家族からの相談に対応するなどの支援を行っております。 

 

(８)感染対策について 

当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行っています。また、 

院内感染対策を目的とした職員の研修を行っております。 

 

(９)入退院支援について 

当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推

進し退院のご支援を実施しています。 

 

 

(10)医師・看護師の負担軽減について 

①医師の負担軽減 

当院では、病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に対する取り組みとして、下記内容を実施しています。 

(1)医師と医療関係職種、事務職員等における役割分担 

・初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施 

・検査手順の説明の実施、服薬指導、その他（鼻腔内検体採取) 

(2)勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制  

(3)予定手術前日の当直の配慮 

(4)当直翌日の業務内容に対する配慮  

(5)交替勤務制・複数主治医制の実施 

(6)短時間正規雇用医師の活用 

②看護職員の負担軽減 

(1)時間外労働が発生しないような業務量の調整 

(2)薬剤師・セラピスト・臨床検査技師・臨床工学技士・看護補助者・クラークとの業務分担 

(3)クラークの配置、看護補助者の夜間配置 

(4)短時間正規看護師の活用 

(5)多様な勤務形態の導入 

(6)妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮 

(7)夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理 

・11 時間以上の勤務間隔の確保、夜勤の連続回数が 2 連続(2 回)まで 

・みなし看護補助者を除いた看護補助者比率 5 割以上 

 

（11）下肢末梢動脈疾患指導管理加算について 

当院では、慢性維持透析を実施している患者さんに対し、下肢末梢動脈疾患に関する検査をおこなっております。検査の結

果、専門的な治療が必要と判断した場合は、その旨をご説明し同意をいただいた上で連携医療機関へ紹介させていただいて

おります。（連携医療機関：大分大学医学部附属病院、大分岡病院） 

 

(12)後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について 

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師

にお尋ねください。 

 

(13)敷地内全面禁煙について 

当院では屋内外を問わず、駐車場を含め「病院敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。 

 

(14)保険外負担に関する事項 

(15)初診時選定療養費について 

(16)特別療養環境(個室)の提供 

(17)入院期間が 180 日を超える場合の費用 

別途「保険外適用料金表」にて掲示しています。 

 

(18)基本診療料の施設基準等に係る届出 

(19)特恵診療料の施設基準等に係る届出 

(20)厚生労働大臣の定める施設基準に適合し届出を行っている手術 

別途「九州地方厚生局長に受理されている当院の届出事項」にて掲示しています。 


